
検証及び見直し結果

（議会の運営原則）

第３条第１項第１号
公開性、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民
に開かれた議会を目指すこと。

「公開性」「公平性」「透明性」の
確保、「開かれた議会」を目指して
きたのは事実。しかし議会・議員と
市民との情報ギャップなどは歴然と
しており、特に「公開性」「透明
性」という点ではいっそうの取り組
みが必要。

現状でも公開はされているが（ただし一部常任委員会・予算決
算審査資料などで公開しきれていないものもある）、より一層
の公開性に取り組んでいく必要がある。（運用上で更なる充実
徹底を）

※信頼性の表記の点については原文の個所から削除し、「公開
性、公正性、透明性を確保し、市民に開かれた信頼される議会
を目指すこと」に修正をする。（H24.8.17）

第３条第１項第５号

流山市議会会議規則（昭和４２年流山市議会規則第
１号。以下「会議規則」という。）、流山市議会委
員会条例（昭和４２年流山市条例第１１号。以下
「委員会条例」という。）及び議会における先例又
は申し合わせ事項は、継続して精査し、必要があれ
ば見直しを行うこと。

１５回地方自治法改正第１００条第
１１項「会議規則」の改正

関係法令の改正があれば、随時条例（会議規則など）の検証
（修正含む）を行う。（H24.8.17）

第３条第１項第６号
市民が傍聴の必要性を認識できる議会運営に努める
こと。

具現化は。

「傍聴の必要性を認識できる」を修正（会派持ち帰り）→「市
民が傍聴をしたくなるような議会運営に努める」もしくは代替
案を持ちより（H24.8.17）→
全文削除（「市民が傍聴したくなるような議会」にしていくこ
とを議会の総意であることを前提とする）（H24.8.28）

第３条第１項第７号
分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努める
こと。

①一般質問時の資料表示における会
議録の在り方
②傍聴：手話通訳や磁気ループ[難聴
者用の器具]の設置

条文の修正は必要なし。
①パワーポイントを使用した際の会議録は、使用データを製本
先に送り、正式な会議録に掲載する（現在では事務局が出力し
て、ファイリングしている状態）ルールは後日議論する。
（H24.8.28）→
プロジェクター・スクリーンを活用した一般質問の資料につい
ては、会議録の巻末添付とする。出力方式は白黒で、スライド
枚数は1ページに２枚以内の掲載形式とする。なおパワーポイ
ント資料の会議録掲載は白黒とする。動画は巻末資料には掲載
されない。（H24.9.4）

②議会費予算要望の際に議論する。（H24.9.4）

（議員の活動原則）

第４条第１項
（第１号・第２号・第３号）

第１項　議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行
うものとする。
第１号　議会が言論の府であること及び合議体であ
ることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじ
ること。
第２号　市民の多様な意見を的確に把握することに
努め、市民全体としての福祉向上を目指すこと。
第３号　議員立法による積極的な条例提案を行うよ
う努めること。

国会：質問主意書
資料請求の位置づけ（行政の手元に
ある資料しか提出しない：チェック
できない）

原文通り。ただし運用状況については今後更なる検証をしてい
く必要がある。（H24.8.28）

第４条第１項第２号
市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市
民全体としての福祉向上を目指すこと。

議会報告会以外の意見聴取の取り組
み

原文通り。意見徴収の具体性については議会広報広聴特別委員
会で議論。（H24.8.17）

（会派）

第５条第１項
議員は、同一理念を共有する他の議員と結成した政
策集団として、議会活動を行うための会派を結成す
ることができる。

同一会派で意見が分かれる場合は、
会派を代表した討論を行わない

原文通り。（H24.8.17）

流山市議会基本条例第２７条第１項に基づく議会基本条例の検証及び見直し結果

平成２５年１月１０日　流山市議会　議会運営委員会

再検証項目等

1／5



検証及び見直し結果

流山市議会基本条例第２７条第１項に基づく議会基本条例の検証及び見直し結果

平成２５年１月１０日　流山市議会　議会運営委員会

再検証項目等

（代表者会議）

第６条第１項
代表者会議について必要な事項は、流山市議会代表
者会議要綱（平成２１年流山市議会告示第１号）で
定めるものとする。

公開に向けた取り組み ※会派代表者会議にて議論（H24.10.22）

（全員協議会）

第７条第１項
全員協議会について必要な事項は、流山市議会全員
協議会要綱（平成２１年流山市議会告示第２号）で
定めるものとする。

公開に向けた取り組み ※会派代表者会議にて議論（H24.10.22）

（市民参加及び市民との連携）

第９条第１項
議会は、議会活動に関して有する情報を積極的に公
表し、透明性を高めるとともに、説明責任を十分に
果たすものとする。

第３条第１項と同じことが言える。
「情報公開」「説明責任」に努めて
は来たが、議員と市民とでは入手で
きる情報の種類や量、アクセスの容
易さにまだまだ大きなギャップが存
在している。

第３条の検証時に議論した内容に同じ
※(現状でも公開はされているが（ただし一部常任委員会・予
算決算審査資料などで公開しきれていないものもある）、より
一層の公開性に取り組んでいく必要がある。)（運用上で更な
る充実徹底を）（H24.10.22）

第９条第２項

※第９条第２項の議論のために視察に行くことを踏まえ視察後
（H24.11.8～H24.11.9）に検討議論をする。レポートは従来通
り提出。（H24.10.22）→議会報告会の充実含め、今後も検討
すべきこととする。（議会広報広聴特別委員会に意見を申し入
れる）（H24.11.16）

（議会報告会）

第１０条第１項・第２項
原文通り。
※引き続き議会広報広聴特別委員会で議論する。
（H24.10.22）

（議会と市長等との関係）

第１１条第１項
議会審議における議員と市長等との関係について
は、緊張関係を保持するものとする。

下線の具現化（文書質問、資料請求
権の強化は）

原文通り。
第14条で検討（H24.10.22）

第１１条第３項
会議において、議員は、一問一答方式を積極的に活
用し、説明員は、議長の許可を得て、議員の質問等
に対して反問することができる。

反問の通告なし及び個人情報も含め
絶対的情報の量及び収集体制が違う
中で、本当に平等といえるのか（首
長の権限の軽視）
答弁整理に必要な暫時休憩は当然の
権利

※平成２１年４月からの実績１４回
（日本共産党１１回、社会民主党１
回、民主党１回、流政会１回）→こ
の違いは何を意図するのか。

原文通り。
別途、運用上（反問権のルール）の見直しをする機会を設け
る。※平成24年12月議会・平成25年3月議会などでの反問事例
をみて検証する。（H24.10.22）

（適正な議会費の確立）

第１２条第３項
原文通り。ただし社会環境を踏まえ適正な議会の確立に向けた
予算要望を行うこととする。（H24.10.22）

条文の見直しは必要なし。ただし、市民参加条例が成立したことにともない、市民の声を政策立
案に反映させることが必須となっており、その制度・枠組み作りを検討する必要がある。また、
議会報告会でいただく声等を如何に議会の政策形成に反映していくかについても検討する必要が
ある。（議会広報広聴特別委員会）議会運営会の視察報告（成果）も踏まえ、検討項目とされた
い。

議会報告会について条文はそのままで良いが、これまでの開催した結果をふまえ、議会報告会の
あり方について議論が必要。

条文の見直しは必要なし。ただし、一般会計の予算総額が増加する中では、二元代表制の一翼を
担う機関である議会費の予算総額もスライド的（割合）に拡充の余地があってもよい。（議会費
の予算要望の際には十分な議会内審査も必要であることを前提として）

2／5



検証及び見直し結果

流山市議会基本条例第２７条第１項に基づく議会基本条例の検証及び見直し結果

平成２５年１月１０日　流山市議会　議会運営委員会

再検証項目等

第１４条第１項第７号 将来にわたる政策等の効果及びコスト
運動公園再整備及び体育館建替え計
画では実施されていない。

原文通り。※従来通り市長から丁寧な説明を求めるものとす
る。（議長から執行部にきちんと申し入れる）（H24.11.16）

第１５条第１項
議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の
規定に準じて、市長に対し、分かりやすい施策別又
は事業別の説明を行うよう求めるものとする。

説明を省く結果が目立っている。原
則的な時間設定が必要な質問ができ
ない状況にある。

原文通り。※原則（時間）を設ける必要がある。ただし委員長
をはじめとした委員会メンバーでしっかりと議論をしてルール
を決めることとする。また議長から執行部に対し、より丁寧な
説明をするよう求めることとする。（H24.11.16）

（自由討議の保障及び拡大）

第１６条第１項
議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員
相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものと
する。

「中心とした」を改めるよう要検証

第１６条第１項
また、議会報告会、常任委員会、特別委員会等にお
いては、多様な方法で議員間討論を行うよう努める
ものとする。

左記を原文に追加する。

第１６条第１項
議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員
相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものと
する。

「自由討議を中心」なら…自由討議
は賛否で可否同数の場合は可能な限
り実施する方向で調整する。基本的
には、議案質疑の内容が中心。

第１６条第２項
議会は、前項の議員相互間の自由討議を拡大し、条
例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努め
るものとする。

「拡大し」を改めるよう要検証
下線部分の修正：「議会は、前項の議員相互間の自由討議を重
視し、条例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努める
ものとする。」（H24.9.4）

（委員会の適切な運用）

第１７条第３項
委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開
し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなけれ
ばならない。

常任（特別も）委員会における審査
資料の公開（傍聴者への配布）
インターネット中継時における表示
（見てわかりやすい中継）

原文通り。（H24.11.16）

（政務調査費の執行及び公開）

第１８条第３項

条文中の「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
運用検証は済みとする。（会派代表者会議の結果を踏まえ、政
務調査費に関する条例の改正を検討するため）（H24.12.26)
※別途議論をする（平成24年11月27日の会派代表者会議の結果
をみる）（H24.11.16）

（議員研修の充実強化）

第１９条第２項・第３項

第２項　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向
上を図るため、議員研修の充実強化を図るものとす
る。
第３項　議会は、議員研修の充実強化に当たり、広
く各分野から専門的知識を取り入れるよう努めるも
のとする。

政策法務の役割（当局職員との併用
は当局の論理に片寄りかねない）

原文通り。（ただし法制担当職員の強化（予算化を含む）要望
を行う）（H24.11.16）

条文の見直しは必要なし。ただし政務調査費の使用にあたっては全国的に再考の声もあるほか、
当市議会内でも会派ごとにより会派単位の使用や個人使用の定義が明確化されておらず議会内で
統一化を図るといった調査研究や議論が必要である。

下線部分の修正：「議会は、言論の府であることを十分に認識
し、議員相互間の自由討議を重視した運営に努めるものとす
る。」（H24.8.28）

※（運用上は委員長が委員に図っているため問題はなし。ま
た、「みんな・一新」提案は、第10条との整合性を鑑みても追
記の必要性には当たらない）（H24.8.28）

（市長による政策形成過程の説明）

（予算及び決算における説明）
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（議会事務局の体制整備）

第２０条第２項
議長は、議会事務局の体制整備のため、大学等研究
機関並びに専門的な知識及び経験を有する者の積極
的な活用を図ることができる。

別に、専門的知見の条項が規定され
ている。

原文通り。別途議論が必要。（H24.11.16）

（議会図書室の利用）

第２１条第１項
議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図る
ため、議会図書室の図書の充実に努めるものとす
る。

図書購入の受付
原文通り。※議員からの書籍購入の依頼を受ける方向にする。
また市立図書館にいる図書館司書を活用し、国会図書館等の機
能との連携を図ることとする。（H24.11.16）

第２１条第２項
議会は、議会図書室の市民による利用を積極的に推
進しなければならない。

運用に無理が無いか。
下線部分の修正：「議会は、議会図書室が市民にとって利便性
が高いものとなるよう努めるものとする。」（H24.12.26）

（議会広報の充実）

第２２条第１項

議会は、市議会ホームページ等の情報通信技術の発
達を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの市民
が議会及び市政への関心を高めるための体制整備並
びに議会広報活動の充実強化に努めるものとする。

下記のとおり２項立にする。

第２２条第１項　議会は情報公開と
情報発信の手段として市議会ホーム
ページの充実に努める。多くの市民
がアクセスしたくなるような魅力的
なコンテンツを絶えず更新するもの
とする。

第２２条第２項　議会は読みやすく
わかり易い議会だよりの編集に努め
るものとする。

原文通り。（H24.9.4）

（議員定数）

第２５条第１項 原文通り。（内容については別途協議する）（H24.12.26）

第２５条
（第１項・第２項・第３項）

第１項　議員定数は、流山市議会議員の定数を定め
る条例（平成１４年流山市条例第２５号）で定める
ものとする。
第２項　議会は、議員定数の改正に当たっては、参
考人制度及び公聴会制度を十分に活用することによ
り、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数
を検討するものとする。
第３項　議員が議員定数を改正する議案を提出する
に当たっては、改正理由の説明を付して議長に提出
するものとする。

全般について要検証 原文通り。（内容については別途協議する）（H24.12.26）

条文の見直しは必要なし。ただし、議員定数については議会運営委員会でも当初より、見直し
（増減及び現状維持を含め）の議論をすることが、既に合意形成されているため、今年度中に第
２項で規定された参考人制度もしくは公聴会制度を実施し、市民の意向を確認すべきである。と
くに地方自治法が改正されたことから、本市においても適正な議員定数について、第２６条の議
員報酬と併せて議論を深める必要がある。
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（議員報酬）

第２６条
（第１項・第２項・第３項）

第１項　議員報酬は、流山市議会議員の議員報酬及
び費用弁償等に関する条例（昭和３１年流山市条例
第６４号）で定める。
第２項　議会は、議員報酬の改正に当たっては、参
考人制度及び公聴会制度を十分に活用することによ
り、市民の意向を把握することができる。
第３項　議会は、前項の規定により把握した結果に
ついて、市長に提出することができるものとする。

日当の妥当性 原文通り。（内容については別途協議する）（H24.12.26）

※通年議会条項の追加

新規追加は見送り（申し送り事項として具体的に盛り込む）
（H24.12.26）
※平成24年11月14日の議員研修会後に検討する。
（H24.10.22）→会派に持ち帰り要検討（H24.11.16）

※議会の附属機関の設置条項の追加 時期早尚（H24.10.22）

新たな条項の設置検討。３月９日に提出された法案が国会で通過（可決）※別添関連資料参照。
平成２１年３月の議会基本条例策定時にも議論となったが、当時は地方自治法でも「通年議会」
の実施が法文解釈の範囲に留まっていたことから、条項の設置は見送られた。この度の法改正に
より、二元代表制及び市民にとって、どんなメリットがあるかという観点からも「通年議会」の
導入を図るべきと考える。※関連資料別添

新たな条項の設置検討。現状では三重県議会と所沢市議会等が導入済。※別添資料参照。北海道
議会も今後導入する方向で準備中の模様。参考人制度や公聴会とは違い議会版審議会として恒常
的に実施する第三者機関の会議体を設置をすることで、議員定数の見直し等の議論を深めるなど
「市民に開かれた議会」の実現のため、今後、必要不可欠な条項と考える。
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